【参　考】
「市町村分別収集計画」について
　

容器包装リサイクル法では、家庭から排出される容器や包装のうち、下記１0品目について、計画的に分別収集が行われるよう、市町村が分別収集を行う種類、排出見込量及び収集計画量等を記載した「市町村分別収集計画」を策定することを定めています。

この計画の期間は５年間ですが、３年ごとに見直すこととされ、市町村は当該計画に従って容器包装廃棄物の分別収集を行うことになります。
このたび、市町村において、平成23年度から平成27年度の5ケ年を計画期間とする「市町村分別収集計画（第6期）」を作成しました。
	無色のガラス製容器

	茶色のガラス製容器

	その他の色のガラス製容器

	その他の紙製容器包装　（飲料用紙製容器及び段ボール製容器包装以外）

	ペットボトル

	プラスチック製容器包装

	スチール製容器包装

	アルミ製容器包装

	飲料用紙製容器

	段ボール製容器包装


「大阪府分別収集促進計画」について
大阪府は、市町村が策定した上記の「市町村分別収集計画（第６期）」をもとに、府内全域の市町村ごとの排出見込量と収集計画量等をとりまとめて「大阪府分別収集促進計画（第６期）」を策定しました。

大阪府分別収集促進計画は、第５期が平成19年度に策定されて３年が経過したため、見直しを行い、第６期は平成23年度から平成27年度の計画となっています。









